
報告第２号

変更契約の締結に関する専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づく専

決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定

により報告する。

令和５年２月２１日提出

豊川市長 竹 本 幸 夫
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（総務部関係）

１ 専 決 年 月 日 令和５年１月３１日

変更に係る議案 令和４年第６４号議案

豊川市役所受変電設備等改修工事請負契約の締結に

ついて

変更前契約金額 ３２３，４００，０００円

変更後契約金額 ３２２，４７６，０００円

別紙
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（教育委員会関係）

１ 専 決 年 月 日 令和５年１月３１日

変更に係る議案 令和４年第５６号議案

豊川市立一宮南部小学校校舎大規模改修工事のうち

建築工事請負契約の締結について

変更前契約金額 ３７４，０００，０００円

変更後契約金額 ３７７，３１４，３００円

２ 専 決 年 月 日 令和５年２月３日

変更に係る議案 令和３年第７４号議案

豊川市庭球場整備工事その１請負契約の締結につい

て

変更前契約金額 ３９８，７５０，０００円

変更後契約金額 ４０８，７１９，３００円
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参考資料 契約の概要（総務部関係）

整理番号１

豊川市役所受変電設備等改修工事請負契約（令和４年第６４号議案）

１ 契約の目的 豊川市役所受変電設備等改修工事

工事の概要 ⑴ 電気設備工事一式

⑵ 建築工事一式

⑶ 機械設備工事一式

２ 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約

３ 契約金額 ３２３，４００，０００円

４ 契約の相手方 豊川市大崎町小林１１５－４

株式会社アンデン

代表取締役 安 田 守 一
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参考資料 契約の概要（教育委員会関係）

整理番号１

豊川市立一宮南部小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事請負契約（

令和４年第５６号議案）

１ 契約の目的 豊川市立一宮南部小学校校舎大規模改修工事のうち建築

工事

工事の概要 ⑴ 校舎（管理・教室棟）改修工事 鉄筋コンクリー

ト造３階建

延床面積３，３２９．４７平方メートル

⑵ その他関連する工事一式

２ 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約

３ 契約金額 ３７４，０００，０００円

４ 契約の相手方 岡田・竹工特定建設工事共同企業体

代表者 豊川市白鳥町京次５２－１

岡田建設株式会社

代表取締役 岡 田 司

構成員 豊川市大木町新道３４２－１１

株式会社竹工建設

代表取締役 竹 田 直 人

整理番号２

豊川市庭球場整備工事その１請負契約（令和３年第７４号議案）

１ 契約の目的 豊川市庭球場整備工事その１

工事の概要 ⑴ 人工芝コート施設整備工事一式

⑵ 給排水設備整備工事一式

⑶ 園路広場整備工事一式

⑷ その他関連する工事一式

２ 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約

３ 契約金額 ３９８，７５０，０００円



- 3 -

４ 契約の相手方 波多野・落合特定建設工事共同企業体

代表者 豊川市金屋橋町３６番地

株式会社波多野組

代表取締役 秋 元 正 守

構成員 豊川市諏訪西町１－１３８

株式会社落合組

代表取締役 落 合 利 夫


